
令和４年度 第１回 越谷市景観評価委員会

報告事項１ 越谷市景観計画施行状況について
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■景観手続きの対象規模
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景観手続き（景観法、景観条例）

■景観手続きの流れ
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事前協議 届出

建築物の建築 マンション、工場の建築

建築物の外観の変更 マンション等の外壁塗替え

工作物の建設 携帯基地局の建設

工作物の外観の変更 携帯基地局の外壁塗替え

開発行為 土地の分譲 区域面積3,000㎡以上のもの

土地の形質の変更 駐車場の整備 区域面積500㎡以上のもの

物件の堆積 資材置場の整備 区域面積500㎡以上のもの

※特定地区については、別途基準

Ｎｏ

× 〇

高さ12ｍを超えるもの
築造面積500㎡を超えるもの

①

②

高さ12ｍを超えるもの
建築面積500㎡を超えるもの

〇

手続き
対象規模主な例対象行為

〇



景観手続き（景観法、景観条例）

景観計画区域（市全域）

■一般地域（特定地区以外）

住宅地

商業・業務地

工業・流通業務地

田園・集落

※用途地域等による

■特定地区

元荒川沿川特定地区

越谷レイクタウン特定地区

旧日光街道沿道特定地区
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凡例



事前協議申請（景観条例）
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①【建築物の外観の変更】の件数が多い⇒マンション外壁塗替が増加
② R2年度【工作物の建設】の件数が多い⇒携帯基地局の一次的な設置
③全体としては、概ね横ばい

※R4.8.31時点

H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 計
建築物の建築 18 58 59 59 68 48 29 34 42 16 431

建築物の外観の変更 2 1 2 2 3 7 0 8 10 5 40
工作物の建設 2 1 6 3 3 7 16 64 8 1 111

工作物の外観の変更 1 6 0 0 0 0 0 0 1 0 8
計 23 66 67 64 74 62 45 106 61 22 590

H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 計
一般地域 14 40 36 39 34 41 36 93 43 14 390

越谷レイクタウン特定地区 9 18 27 18 26 11 3 6 4 4 126
元荒川沿川特定地区 0 8 4 7 13 8 5 1 12 4 62

旧日光街道沿道特定地区 0 0 0 0 1 2 1 6 2 0 12
計 23 66 67 64 74 62 45 106 61 22 590

行　為
件　数

地区名
件　数

（42）

③

①

②

（52件/年見込）



届出申請（法第16条第1項、第2項）
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※R4.8.31時点

①R3年度【土地の形質の変更、物件の堆積】の件数が多い。
⇒駐車場、資材置場の開発が多い。

H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 計
建築物の建築 15 59 55 63 67 49 30 31 41 15 425

建築物の外観の変更 2 1 1 2 3 6 0 8 10 5 38
工作物の建設 2 4 6 3 3 7 15 65 7 0 112

工作物の外観の変更 1 3 0 0 0 0 0 0 2 0 6
開発行為 2 4 2 1 5 2 1 2 1 0 20

土地の形質の変更 2 5 18 18 19 31 11 8 18 4 134
物件の堆積 4 12 11 6 10 7 6 6 12 6 80

計 28 88 93 93 107 102 63 120 91 30 815

H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 計
一般地域 18 59 62 64 62 79 53 107 72 22 598

越谷レイクタウン特定地区 10 21 26 21 26 11 3 5 5 6 134
元荒川沿川特定地区 0 8 5 8 18 10 6 7 12 2 76

旧日光街道沿道特定地区 0 0 0 0 1 2 1 1 2 0 7
計 28 88 93 93 107 102 63 120 91 30 815

行　為
件数

地区名
件　数

（72件/年見込）

①



景観アドバイザー制度

景観計画に定める事項その他良好な景観の形成を推進
するため、技術的及び専門的な助言を行う制度

（景観条例第39条）

景観の事前協議及び公共施設の景観形成に関し、景観
まちづくり、色彩の分野で、助言をいただき、良好な景観形
成の推進に努めている
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景観まちづくり：日本大学理工学部まちづくり工学科

岡田智秀氏

色 彩 ：有限会社クリマ

依田 彩氏



景観アドバイザー依頼（件数）
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※R4.8.31時点

H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 計
建築物の建築 2 7 4 1 4 0 2 2 3 2 27

建築物の外観の変更 0 0 1 0 1 0 0 0 2 1 5
工作物の建設 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

工作物の外観の変更 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
開発行為 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

土地の形質の変更 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
物件の堆積 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
その他※ 0 3 0 0 3 2 0 0 0 0 8

計 2 10 5 1 8 2 4 2 5 3 42
※屋外広告物、街区表示板（レイクタウン地区）、橋梁の塗り替え（しらこばと橋）、大沢橋周辺の水辺空間

H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 計
一般地域 1 3 2 0 1 0 1 2 3 1 14

越谷レイクタウン特定地区 1 5 3 1 1 0 1 0 0 2 14
元荒川沿川特定地区 0 2 0 0 6 2 2 0 2 0 14

旧日光街道沿道特定地区 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
計 2 10 5 1 8 2 4 2 5 3 42

行　為
件数

地区名
件　数



公共施設の景観形成について

①公共施設景観形成 専門部会

向畑橋（補修）の色彩【令和３年度景観アドバイザー案件】

②公共施設景観形成 特別部会
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目的：越谷市の特性を生かした個性ある景観形成を図ること

協議事項：景観形成の指針の策定に関すること

景観形成の調査・研究に関すること

景観形成について、関係部課相互の連絡調整に

関すること

構 成：関係課２２課

■都市デザイン協議会（庁内組織）
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■専門部会

対象：公共建築物以外の公共施設

構成：公共工事関係9課

■特別部会

対象：公共建築物

構成：都市計画課、営繕課、

施設所管課



①公共施設景観形成 専門部会
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公園（トイレ）

■主な対象施設
道路（橋梁、照明灯、防護柵）
公園（トイレ、照明灯）
河川（樋管水門、排水機場）

■協議事項
施設の色彩等

河川（樋管水門）

道路（照明灯）



■取組フロー

①公共施設景観形成 専門部会
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STEP １
工事リストの提出

STEP 2
協議が必要な案件抽出

STEP 3
景観協議（配慮事項）

STEP 4
景観形成の確認

・当該年度に予定している工事のうち、景観に関

する協議が行える工事をリストアップ

・工事場所を現地調査し、対象となる施設、

配慮事項を確認

・現地調査を踏まえ、担当課にヒアリングを行い、

具体的に協議が必要な案件（工事）を抽出

・色彩等の配慮事項について、詳細協議を実施。

・必要に応じて、景観アドバイザーへ助言依頼。

・協議内容を「景観協議に関する調書」に整理

・工事完了に伴い、景観配慮事項について、現場

を確認し、景観形成の効果検証

・課題の整理（調書完成）



■景観協議に関する調書（イメージ）
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①

②

③

④

①工事概要、景観計画上の位置づけ、既存施設の基本情報

②協議経過（アドバイザーからの助言）

③現場写真（施工前/施工後）

④効果、課題、検討事項



①向畑橋（補修）の色彩
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助 言 日 ：令和３年１１月５日

内 容：橋梁補修工事（向畑橋）の色彩について

アドバイザー：依田 彩氏

【工事概要】

工事場所 ：越谷市大字向畑地内

工事内容 ：塗装塗替え工、構造物補修工

工 期 ：令和３年９月２１日～令和４年３月１５日まで

（参考）

当初竣工 ：平成３年３月



①向畑橋（補修）の色彩
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■景観計画の位置づけ
・景観区域：一般地域
（田園・集落景観ゾーン）

・河川景観軸

■周辺環境
・新方川（河川緑地）

・東側：田んぼ、弥栄小

・西側：住宅地

向畑橋

景観形成方針図



マンセル値とは、１つの色を
①色相、②明度、③彩度の３属性
で表すもので、これにより色彩を
定量的に表現しています。

①色相（色合い）
色相は、「色合い」のことで、
赤（Ｒ）、黄（Ｙ）、緑（Ｇ）、青（Ｂ）、紫（Ｐ）の主
要色相と中間色相の合計１０色相で表記
（右上参照）

②明度（明るさ）
明度は、色の「明るさの度合い」のことで、
0～10の数値で表記

③彩度（鮮やかさ）
色相は、「鮮やかさの度合い」のことで、
0～14程度の数値で表記

■マンセル値について

■マンセル値の読み方
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①向畑橋（補修）の色彩
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＜施工前＞

＜市の考え方（依頼内容）＞
・設置から数十年経過しているため、地域の橋として

のイメージが残っていることから、既存色を継承して
いく。

・既存色は、一部色彩基準値外のため、基準値内で

明度彩度の調整を行う。

桁（下部）：7.5YR 7/8

桁（上部）：2.5Y 8/6 外灯：5B 8/2柵

柵：5B 8/2柵

色彩基準

7.5Y 7/8

5B 8/2



①向畑橋（補修）の色彩
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＜アドバイザーからの回答＞
・柵・外灯のB（青）系と桁のYR（黄赤）系は色相差が大きいため、

色相差をなるべく小さくした方が色彩的調和が得られる。

・自然に馴染む色としては、低彩度が望ましい。

・明度が同程度の場合、メリハリに欠け、やぼったい印象となるため、適度な差が
あった方が、すっきりとした印象になる。

候補１ 10YR 6/3 5B 7/0.5

候補２ 10YR 7/3 5B 8/1

候補３ 7.5YR 6/4 5B 7/0.5

候補４ 7.5YR 7/4 5B 8/0.5

桁 柵・外灯

アドバイザー助言を受けて、赤枠内（候補１）の色彩を採用

差が大きい



①向畑橋（補修）の色彩
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＜施工前＞ ＜施工後＞



②公共施設景観形成 特別部会
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■対象施設
公共建築物

■協議事項
配置、色彩、外構、緑化等

保健センター

消防本部（谷中分署） 大相模保育所



■取組フロー

②公共施設景観形成 特別部会
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STEP １
工事概要、現地状況確認

STEP 2
景観協議（基本事項）

STEP 3
景観協議（詳細事項）

STEP 4
景観形成の確認

・建築物の概要（建築面積、高さ、配置等）

現地状況（周辺環境）の確認

・建築物のコンセプトをもとに、景観配慮事項ご

との考え方を整理し、「基本的な考え方」作成

・「基本的な考え方」をもとに、詳細事項を検討

・景観配慮事項について、詳細検討

・主に、建築物の屋根、外壁色彩、外構、緑化な

どについて

※必要に応じて、景観アドバイザーから助言

・工事完了に伴い、「基本的な考え方」に沿った

施工がされているか確認

・現地確認後、部会解散



②越谷市保健センター整備事業 特別部会
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■施設概要

施設名称 ：越谷市保健センター

所 在 地 ：越谷市東越谷十丁目31番地(区画整理事業地内)

供用開始 ：令和２年４月

敷地面積 ：10,082㎡

建築概要 ：建築面積 1505.61㎡

延床面積 3894.46㎡

高 さ 17.441ｍ（3階建て）

構 造 鉄骨造



②越谷市保健センター整備事業 特別部会
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■景観計画の位置づけ
・景観区域：一般地域
（住宅地景観ゾーン）

・シンボル道路景観軸

・幹線道路景観軸

■周辺環境
・越谷市立病院

・越谷市保健所

・住宅（西側）

・街路樹（イチョウ、クロガネモチ）

保健センター

景観形成方針図



＜コンセプト＞
・衛生的で清潔感があり、誰もが利用しやすく、誰からも親しまれる施設

＜配置計画＞
・隣接するシンボル道路景観軸や、市立病院、保健所などの周辺施設

と一体性を意識し、調和を図る

・道路からの見え方だけでなく、隣接する市立病院、保健所、対面交差点
からの見え方に配慮

＜緑化＞
・既存樹木の保全活用し、四季を感じさせる植栽計画

・街路樹（イチョウ、クロガネモチなど）との調和

＜設備類＞
・設備類は、極力、屋上に設置し、直接目に触れないよう配慮

■景観形成の基本的な考え方
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■評価のポイント

景観軸の交差部分を意識した
休憩スペースとシンボルツリー

住民からの要望に応えて
既存の桜を保全・活用

駐車場緑化の活用 敷地及び設備外周の緑化



ご清聴ありがとうございました。
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越谷市役所本庁舎
（越谷駅前線道路側から）

越谷市役所本庁舎
（元荒川、葛西用水側から）


